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教
育
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員
会

〇
県
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
及
び
受
講
料
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
規
則 

一

〇
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

一

教
育
委
員
会

　

県
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
及
び
受
講
料
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　

県
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
及
び
受
講
料
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
授
業
料
及
び
受
講
料
の
徴
収
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
知
事
が
別
に
定
め
る
期
間
）

第
二
条　

条
例
第
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

 

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
度
の
途
中
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
定
め
る
期
間
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
当
該
県
立
高
等
学
校
長
が
定
め
る
月
と
す
る
。

　

（
授
業
料
及
び
受
講
料
の
不
徴
収
の
承
認
）

第
三
条　

条
例
第
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
在
学
期
間
が
前
条
の
期
間
を
超
え

る
た
め
、
授
業
料
及
び
受
講
料
の
不
徴
収
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
生
徒
は
、
授
業
料
等
不
徴
収
承
認
申
請
書

（
別
記
様
式
）
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
校
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

校
長
は
、
前
項
の
申
請
を
受
理
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
そ
の
承
認
の
適
否
を
決
定
し
、

そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
不
徴
収
承
認
の
取
消
し
）

第
四
条　

校
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
及
び
受
講
料
の
不
徴
収
を
承
認
さ
れ
て
い
る
生
徒
が
、
授
業
料
等
不

徴
収
承
認
申
請
書
に
虚
偽
の
事
項
を
記
載
し
、
そ
の
他
不
正
な
行
為
に
よ
っ
て
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
承
認

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
取
消
し
を
受
け
た
者
か
ら
は
、
そ
の
取
消
し
に
係
る
授
業
料
又
は
受
講
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
委
任
）

第
五
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
一
号

　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

　
　
　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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区　
　
　
　
　

分

県
立
高
等
学
校
の
全
日
制
の
課
程
の
生
徒

期　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

三
十
六
月
（
学
年
制
に
お
け
る
第
二
学
年
又
は
単
位
制
に
お
け
る

第
二
年
次
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
二
十
四
月
、
学

年
制
に
お
け
る
第
三
学
年
又
は
単
位
制
に
お
け
る
第
三
年
次
に
入

学
を
許
可
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
十
二
月
）

県
立
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
の
生
徒

県
立
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
の
生
徒

四
十
八
月
（
学
年
制
に
お
け
る
第
二
学
年
又
は
単
位
制
に
お
け
る

第
二
年
次
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
三
十
六
月
、
学

年
制
に
お
け
る
第
三
学
年
又
は
単
位
制
に
お
け
る
第
三
年
次
に
入

学
を
許
可
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
二
十
四
月
、
学
年
制
に
お
け
る

第
四
学
年
又
は
単
位
制
に
お
け
る
第
四
年
次
に
入
学
を
許
可
さ
れ

た
者
に
あ
っ
て
は
十
二
月
）

四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
当
該
県
立
高
等
学
校
の
校
長
が

定
め
る
月



　

別
表
三
の
項
委
任
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

県
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
及
び
受
講
料
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
教
育
委

員
会
規
則
第
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
事
務

１　

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
立
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
の
生
徒
に
係
る
期
間
及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
期
間
の
決
定

　
　

２　

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
及
び
受
講
料
の
不
徴
収
の
承
認

　
　

３　

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
不
徴
収
承
認
の
取
消
し

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

号外第42号　平成22年７月１日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）


